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大切な一票を確実に。
選挙前に確認していただきたいこと。

平成２４年３月２５日執行　熊本県知事選挙

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票

　

投
票
は
、
選
挙
当
日
に

投
票
所
で
行
う
こ
と
が
原

則
で
す
が
、
選
挙
当
日
に

仕
事
や
レ
ジ

で
投
票

に
行
け
な
い
方
は
、
期
日

前
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
期
日
前
投

票
を
す
る
た
め
に
は
、
選

挙
当
日
に
投
票
に
行
け
な

い
見
込
み
で
あ
る
こ
と
の

宣
誓
書
が
必
要
で
す
。

　　

増
設
と
な
る
内
牧
支
所
、

波
野
支
所
で
の
期
日
前
投

票
に
つ
き
ま
し
て
、
前
半

は
投
票
者
数
が
少
な
い
た

め
、
増
設
分
の
期
日
前
投

票
所
の
開
設
期
間
を
８
日

間
と
し
ま
し
た
。

　

市
民
の
皆
様
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
期
間
前
半
の
期

日
前
投
票
は
、
市
役
所
で

投
票
し
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

両
支
所
（
増
設
分
）
の
期

日
前
投
票
所
の
開
設
期
間

を
変
更
し
て
い
ま
す

期日前投票について

●期日前投票所の開設期間
市役所　・・・・　選挙の告示日の翌日から投票日の前日まで（１６日間）
両支所　・・・・　投票日の８日前から投票日の前日まで（８日間）
投票時間　・・・　毎日、午前８時３０分から午後８時まで

投票所 ・・・ ３月１７日 ・・・ ３月２４日

市役所

内牧支所
市役所をご利用ください。

波野支所

不在者投票について

選
挙
当
日
、
仕
事
や
レ
ジ

で

選
挙
が
で
き
な
い
方
へ
・
・
・

大
切
な
１
票
が
間
に
合
わ
な
い
こ

と
が
な
い
よ
う
に
・
・
・

不在者投票の種類 このような場合に

他の市区町村（滞在地）で
行う不在者投票

・ 阿蘇市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで投票日まで他
の市区町村に滞在する場合は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不
在者投票ができます。

・ 郵便等でのやり取りが必要となりますので、手続き等の詳細について
はお早めにお問い合わせください。

指定病院等で行う不在者投票
・ 不在者投票ができる施設として、指定を受けた病院、老人ホ－ム等に
入院（入所）中の方は、その施設で不在者投票ができますので、早め
に施設長に申し出てください。

重度の障害がある方のため
の郵便による不在者投票

・ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当され
る方や介護保険被保険者証の要介護区分が要介護５である方で郵便投
票証明書の交付を受けている方のみ対象となります。

・ 該当されると思われる方は、事前に郵便投票証明書の交付申請手続き
が必要となりますので、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせくだ
さい。

その他 ・期日前投票日にはまだ１９歳の方は不在者投票となります。

（問い合わせ）
選挙管理委員会事務局
☎２２－３２３９

（問い合わせ）
選挙管理委員会事務局
☎２２－３２３９

３
月
25
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投
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日


